
夷二彗fヒ会理社協議会災害事テ :■千 ィア事義登録要綱

ti目 的 )

第 1条  この要綱は、東E町災薯対策本部が設置 される大規模な災害が発生 した際

などにボランティアとして救援活動を しようとする者及び団体並びに東庄町災害
ボランティアセンター設置時における運営補助及びボランティア活動の調整1役 と

してのボランテイアコーディネーターの事前登録を行 うことなこより、災害時にお :す

るボランテ ィア活動を円滑かつ効果的に推進することを目的 とする。

(事前登録実施機関 )

第 2条 東圧町社会福祉協議会 (以下、「社協」とい う3)が事前登録及び登録証を

発行する。

(事前登録条件 )

第 3条 災書ボランティアに事前登録できる者は、次のとお りとする。

2 東庄町の災害ボランテ ィア活動に理解 と熱意がある者、並びにそれ らの者 で構

成 される団体 とす る。

3 事前登録できる年齢は、登録 しようとする日において 15歳以上である者 とし、
18歳未満 (た だ し、学生の場合は 18歳になる日まで)の場合は親権者の承諾を

得た者 とする。

4 その他、会長が必要 と認めた個人・並びに団体。

(事前登録手続 き)

第 4条 事前登録を希望する者は、災害ボランティア (個 人用)登録申込書

`別

紙

様式 1)に、災害ボランティアとして希望する団体・事業所 。グループ等は (団体

用)登録 申込書 (別紙様式 2)に必要事項を記入 し、社協に提出する。

2 社協は、前項により申込書を受理 した場合は、災害ボランティア登録台帳 (個

人用 (局 |」紙様式 3-1)又 は災害ボランテ ィア登録台帳 (団 体月)(男 l:紙様式 3-
2)に必要事項を記載 し、登録を行 う。

3 社協は、前項により登録を完了 した災害ボランテ ィア (以 下「登録者」とい う。)

に対 し、災害ボランティア登録証 (別紙様式 4)を発行するっ

(個 人情報の取扱い)

第 5条 登録者に関する個人情報は、第 1条の 目的を達成するために利用 し、本人

の同意がある場合に限 り、災害時の救援活動に必要な範囲内で他の関イフ終機関に提供

し、又は連絡調整に利用することができる。

(情報提供 )

第 6条 社協は、登録者に対 し、必要な情報提供、研修機会の提供並びに災書時対

応訓練等への参加の案内を行 う。

(登録の変更 )

第 7条 登録者は、登録内容に変更が生 じた場合は、災害ボランティア登録変更届

(別紙様式 5)を社協に提出す るものとす る。



1登録の肖:1除
)

第 3条 社協は、次ら ,ヽずれちヽ i二 該当する場合は、長書ボランデツ ア登録を難」1除す

るものとす るっ

(1'登録者が、災害ポランティア登録辞退届 (号 ::紙様式 6)を提義 した ときD

(2)登録者が、公亭良俗に反す る行為、ボランテ イアとしてふさわ しくなし`行

為をした とき。

1ボ ランテ ィア保険の加入 )

第 参条 登録者は、災害ボランティア活動中の事故 ,こ備え、ボランティア保険た競

入するものとし、当該保険料 :ま社協が負担する。

(免責等 )

第 10条 登録者が救援活動中 ,こ被った事故等による補償は、前条のボランテ ィア

保険 :こ よるものとする。

2 ポラ連協並びに社協は、当事者又は第二者が救援活動中に被 つた事故及び補償

等については、その責めを負わないものとする。

(そ の他 )

第 11条  この要綱の定めるもののほか、必要な事項まま男|:!こ 定める。

附 員lj

この要綱は、令和元年 10月 31日 から施行する。


